
令和５年 第２回占冠村農業委員会総会議事録 

 

  

開催日時  令和５年３月２４日（金）          開会 午後１時３０分 

                            閉会 午後３時００分 

                          

 

開催場所  占冠村総合センター ２階 視聴覚室 

 

 

出席委員  会長 安 田 堅 吾 １番 鈴 木 雅 士 

３番 伊 藤 清 志 ４番 江 頭 謙一郎 

６番 下 川 園 子 

 

欠席委員  ２番 熊 崎 一 弘 

 

欠員委員  ５番 

 

事 務 局  事務局長 小 尾 雅 彦 主幹 杉 岡 裕 二  

事務局員 菊 池 悠 佑 

 

議事日程  日程第 １ 会議録署名委員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第１号 農地法第１８条第６項による通知について 

日程第 ５ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

      日程第 ６ 議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 
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令和５年 第２回占冠村農業委員会総会議事録 

 

事務局   ただ今より、令和５年第２回占冠村農業委員会総会を開催いたします。本

日、欠席の連絡を受けている委員は 2番 熊崎委員の１名です。したがいまし

て、在任委員の過半数以上の委員が出席していますので、占冠村農業委員会会

議規則第６条の規定により、本会議は成立いたします。 

 本日の議事日程について、説明いたします。 

      本日の議事日程は、議案書のとおり６日程です。本総会に付議された案件は

議案第１号から議案第２号までの２件です。日程については以上です。 

      それでは議事進行については、占冠村農業委員会会議規則第４条の規定によ

り、安田会長に進めていただきます。  

議 長   ただ今の出席委員は５名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り令和５年第２回占冠村農業委員会総会を開催いたします。 

      日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は会議規則第

１３条の規定により議長において、１番 鈴木雅士君、６番 下川園子君を指

名いたします。 

      日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。本日の総会の会期は本日

１日間としたいが、これにご異議ございませんか。 

委 員   (異議なし) 

議 長   異議なしと認めます。よって本総会の会期は本日１日間と決定いたしまし

た。日程第３ 諸般の報告について事務局より報告願います。 

事務局   (読み上げて報告) 

議 長   ただ今の報告について、質疑等はございませんか。 

委 員   (なし） 

議 長   なければ質疑なしとし、次の議事に移ります。 

議 長   日程第４ 報告第１号 農地法第 18条第６項による通知について、を議題と

いたします。報告第１号について、事務局より説明願います。 

事務局   （報告第１号について読み上げて説明） 

議 長   報告第１号について質疑等はございませんか。 

委 員   (なし） 

議 長   なければ質疑なしとし、次の議事に移ります。 

議 長   日程第５ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議

題といたします。議案第１号について、事務局より説明願います。 

事務局   (読み上げて説明) 

議 長   ただ今の議案について、質疑等はございませんか。 

４ 番   機械はどうなっているのか。 
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事務局   古いトラクターが２台。〇〇からも機械を借りることになっている。 

４ 番   約 10町で経営していく方針なのか。 

事務局   父親の土地で面積要件の２ヘクタールを超える面積を所持させたいと考えて

いる。令和５年４月１日から面積要件が撤廃されるが、本日承認いただくと要

件通り２ヘクタールを超える必要がある。 

４ 番   最初は牛を何頭所有する予定なのか。 

事務局   10頭規模で経営を図っていく。 

議 長   これより審議に入ります。ご意見ございませんか。 

委 員   （なし） 

議 長   それでは、挙手による採決を行います。本件に賛成の方は、挙手をお願いい

たします。 

委 員   （賛成） 

議 長   賛成多数で、本件は原案のとおり決定されました。 

議 長   日程第６ 議案第２号 農用地利用集積計画の決定について、を議題としま

す。事務局より説明願います。 

事務局   議案第２号について読み上げて提案 

議 長   これより審議に入ります。質疑等はございませんか。 

４ 番   〇〇氏の賃借の金額が高いのは普通畑として利用するからという解釈でよろ

しいか。 

事務局   そのような解釈で問題ない。生産物分の売り上げを考慮した上で 2,200円の

単価ということになる。加えて、本年畑地化の煽りを受け反 11,500円だった

圃場が、大半の圃場で畑地化に切り替えた後、単価 2,000円ということで皆様

の方で地主と合意されている。これにより単価 2,000円という畑がいくつか出

てくるが、畑地化で切り替わった圃場とご理解いただきたい。 

議 長   これより審議に入ります。ご意見ございませんか。 

委 員   （なし） 

議 長   それでは、挙手による採決を行います。本件に賛成の方は、挙手をお願いい

たします。 

委 員   （賛成） 

議 長   賛成多数で、本件は原案のとおり決定されました。本総会に付議された案件

の審議はすべて終了いたしました。これにて、令和５年第２回占冠村農業委員

会総会を終了いたします。 
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上記は会議の顛末を記載して相違ない証として署名する。 

 

令和５年 ３月２８日 

 

議  長 安 田 堅 吾 

 

１番 鈴 木 雅 士  

６番 下 川 園 子 


